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愛知県感染症予防計画 

 

第１ 愛知県感染症予防計画の基本理念 

 １ 愛知県感染症予防計画策定の背景 

  近年における新たな感染症の出現や既知の感染症の再興、国際交流の進展、人権の尊重や行

政の公正透明化への要請、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、これまでの感染症の予

防に関する施策を抜本的に見直し、総合的な施策の推進を図るため、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下｢法」という。）が、平成１０

年１０月２日に公布され、平成１１年 4月 1日から施行された。 

  この法施行日に併せて、法第 9 条第１項に基づき、感染症の予防の総合的な推進を図るため

の基本的な指針(平成１１年厚生省告示第１１５号。以下「基本指針」という。）が定められた。 

  愛知県感染症予防計画（以下「予防計画」という。）は、法第１０条第１項に基づき、この

基本指針に即して定めるものである。 

 

２ 予防計画の目的及び性格 

  予防計画は、感染症の予防のための施策の実施に関する計画であり、感染症の発生の予防及

びまん延の防止を目的としている。 

  また、予防計画は、法第１０条第２項各号に規定する事項を定め、感染症の患者等の人権を

尊重しつつ、感染症対策を総合的かつ計画的に推進するために策定する。 

  なお、県は、少なくとも５年ごとに予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、

これを変更するものとする。 

 

３ 感染症の予防の推進の基本的な方向 

(1) 事前対応型行政の構築 

  新しい時代の感染症対策においては、感染症が発生してから防疫措置を講ずる事後対応

型行政から、国内外における第２の２に定める感染症発生動向調査のための体制（以下「感

染症発生動向調査体制」という。）の整備、基本指針、予防計画及び特定感染症予防指針に

基づく取り組みを通じて、普段から感染症の発生及びまん延を防止していくことに重点を

置いた事前対応型の行政に転換する。 

(2) 県民個人個人に対する感染症の予防及び治療に重点を置いた対策 

  今日、多くの感染症の予防及び治療が可能となってきているため、従来の集団防衛に重

点を置いた考え方から、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報の収集及び分析

とその分析の結果並びに感染症の予防及び治療に必要な情報の県民への積極的な公表を進

めつつ、県民個人個人における予防及び感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供

を通じた早期治療の積み重ねによる社会全体の予防の推進に転換する。 

(3) 人権の尊重 

ア 感染症の患者等を社会から切り離すといった視点ではなく、感染症の予防と患者等の

人権の尊重の両立を基本とする観点から、患者の個人の意思や人権を尊重し、一人一人

が安心して社会生活を続けながら良質かつ適切な医療を受けられ、入院の措置がとられ

た場合には早期に社会に復帰できるような環境の整備に努める。 

イ 感染症に関する個人情報の保護には十分留意する。また、感染症に対する差別や偏見

の解消のため、報道機関に協力を求めることを含め、あらゆる機会を通じて正しい知識

の普及啓発に努める。 

(4) 健康危機管理の観点に立った迅速かつ的確な対応 

  感染症の発生は周囲へまん延する可能性があり、県民の健康を守るための健康危機管理の

観点に立った迅速かつ的確な対応が求められる。そのため、感染症の発生状況等の的確な把

握が不可欠であり、感染症の病原体の検査を含めた総合的な感染症発生動向調査体制の確立

に向けて、疫学的視点を重視しつつ、行政機関内の関係部局はもちろんのこと、その他の関

係者が適切に連携して迅速かつ的確に対応できる体制の整備を行うとともに、基本指針及び

予防計画に基づき、また健康危機管理の段階に応じた行動計画等の策定及びその周知を通じ、

健康危機管理体制を構築する。 
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(5) 結核対策 

  我が国の結核を取り巻く状況は、高齢者での多発、高発病、治療中断等の要素を有してい

る特定の住民層の存在、診断・治療技術の格段の向上など大きく変化してきている。 

  これらの変化に対応するためには、より効果的な結核対策の実施が重要であることから、

県は、結核対策に係る具体的な対策プランを策定し、本県における結核対策を総合的に推進

する。 

 

４ 県及び市町村の果たすべき役割 

(1) 県及び市町村は、施策の実施に当たり、地域の特性に配慮しつつ、相互に連携して、感

染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策を講ずるとともに、正しい知識の普及、情

報の収集・分析・公表、研究の推進、人材の養成・確保・資質の向上、迅速かつ正確な検査

体制の整備、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮した医療提供体制の整備等の感

染症対策に必要な基盤を整備する責務を負う。この場合、県及び市町村は、感染症の発生の

予防及びまん延の防止のための施策に関する国際的動向を踏まえるとともに感染症の患者

等の人権を尊重する。 

(2) 県及び保健所を設置する市（名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市。以下「県等」という。）

は、相互に連携して感染症対策を行う。 

(3) 県等は、保健所を地域における感染症対策の中核的機関として、また、県衛生研究所及

び名古屋市衛生研究所を感染症の技術的かつ専門的な機関として機能するよう充実強化す

る。 

(4) 県等は、複数の都道府県等（都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下「都

道府県等」という。）の広域的な地域に感染症のまん延のおそれがあるときには、近隣や、

人及び物の移動に関して関係の深い都道府県等と相互に協力しながら対策を行う。また、こ

のような場合に備えるため、国と連携を図りながらこれらの都道府県等との協力体制につい

てあらかじめ協議をする。 

 

５ 県民の果たすべき役割 

  県民は感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めなければな

らない。また、感染症の患者等について、偏見や差別をもって患者等の人権を損なわないよう

にしなければならない。 

 

６ 医師等の果たすべき役割 

(1) 医師その他の医療関係者は、5に定める県民の果たすべき役割に加え、医療関係者の立場

で国、県及び市町村の施策に協力するとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く

認識し、患者等に対する適切な説明を行い、その理解の下に良質かつ適切な医療を提供する

よう努めなければならない。 

(2) 病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の開設者等は、施設

における感染症の発生の予防やまん延の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

(3) 医師会等の医療関係団体は、国、県及び市町村の施策に協力し、感染症の発生やまん延

の防止に努めなければならない。 

 

７ 獣医師等の果たすべき役割 

(1) 獣医師その他の獣医療関係者は、５に定める県民の果たすべき役割に加え、獣医療関係

者の立場で国、県及び市町村の施策に協力するとともに、感染症の予防に寄与するよう努め

なければならない。 

(2) 動物等取扱業者（法第５条の２第２項に規定する者をいう。以下同じ。）は、５に定める

県民の果たすべき役割に加え、自らが取り扱う動物及びその死体（以下「動物等」という。）

が感染症を人に感染させることがないように、感染症の予防に関する知識及び技術の習得、

動物等の適切な管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 
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８ 感染症対策における国際協力 

  県等は、国が進める国際機関等との情報交換や国際的取組への協力等の感染症対策に可能な

限り協力する。 

 

９ 予防接種 

  予防接種は、感染源対策、感染経路対策及び感受性対策からなる感染症予防対策の中で、主

として感受性対策を受け持つ重要なものである。そのため、県及び市町村は、ワクチンに関す

る正しい知識の普及を進め、県民の理解を得つつ、医師会等の医療関係団体とも十分連携をし、

積極的に予防接種を推進する。 

 

 

第２ 感染症の発生の予防のための施策に関する事項 

１ 感染症の発生の予防のための施策に関する考え方 

(1) 感染症の発生の予防のための対策においては、第１の３の(1)に定める事前対応型行政の

構築を中心として、県及び市町村が具体的な感染症対策を企画、立案、実施及び評価してい

くことが重要である。 

(2) 感染症の発生の予防のために日常行われるべき施策は、２に定める感染症発生動向調査

がその中心としてなされるものであるが、さらに、平時（患者発生後の対応時（法第４章又

は法第５章の規定による措置が必要とされる状態をいう。以下同じ。）以外の状態をいう。

以下同じ。）における４に定める食品保健対策、５に定める環境衛生対策等について、関係

各機関及び関係団体との連携を図りながら具体的に講ずる必要がある。また、患者発生後の

対応時においては、第３に定めるところにより適切に措置を講ずる必要がある。 

(3) 予防接種による予防が可能であり、ワクチンの有効性及び安全性が確認されている感染

症については、実施体制の整備等を進め、予防接種法(昭和２３年法律第６８号)に基づき適

切に予防接種が行われることが重要である。また、市町村は、地域の医師会等と十分な連携

を行い、個別接種の推進その他の対象者が接種をより安心して受けられるような環境の整備

を地域の実情に応じて行うべきである。さらに、県及び市町村においては、県民が予防接種

を受けようと希望する場合、予防接種が受けられる場所、機関等についての情報を積極的に

提供していくことが重要である。 

 

２ 感染症発生動向調査 

(1) 知事及び保健所を設置する市の長（名古屋市長、豊橋市長、岡崎市長、豊田市長。以下

「知事等」という。）が、感染症に関する情報を収集及び分析し、県民や医師等医療関係者

に対して感染症に関する情報を公表していくこと（以下「感染症発生動向調査」という。）

は、感染症の予防のための施策の推進に当たり、最も基本的な事項であり、一類感染症、二

類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の情報収集、分析及び公表について、精

度管理を含めた全国一律の基準及び体系で進めていくことが不可欠である。このため、県等

は、特に現場の医師に対して、感染症発生動向調査の重要性についての理解を求め、医師会

等を通じ、その協力を得ながら適切に進める。 

(2) 県等は、法第１２条第１項に規定する届出の義務について、医師会等を通じて周知を行

い、病原体の提出を求める。また、法第１４条第１項に規定する五類感染症のうち厚生省令

で定めるものの発生の状況の届出を担当させる病院又は診療所（以下「指定届出機関」とい

う。）の選定に当たっては、平成１１年３月１９日付け健医発第４５８号厚生省保健医療局

長通知に基づき、保健所管内の人口及び医療機関の分布等を勘案して感染症の発生の状況及

び動向の正確な把握ができるように行い、その開設者の同意を得て、知事が表１のとおり指

定する。 

  なお、法第１４条第４項に基づき、指定届出機関は、３０日以上の予告期間を設けて、そ

の指定を辞退することができる。この場合、知事は、必要に応じて新たに指定届出機関の指

定を行う。 

(3) 法第１３条の規定による届出を受けた知事等は、当該届出に係る動物又はその死体が感

染症を人に感染させることを防止するため、保健所、県衛生研究所、名古屋市衛生研究所、
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県動物保護管理センター等が相互に連携し、速やかに第３の５に定める積極的疫学調査の実

施その他必要な措置を講ずる。 

(4) 一類感染症、二類感染症及び三類感染症の患者については、法に基づき健康診断等の感

染症の発生の予防及びまん延の防止並びに患者に対する良質かつ適切な医療の提供が迅速

かつ適切に行われる必要があり、また、四類感染症については、病原体の汚染された場所の

消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除等の感染症の発生の予防及びまん延防止のための措置が迅

速かつ適切に行われる必要があることから、医師から知事等への届出については、適切に行

われなければならない。 

(5) 二類感染症、三類感染症、四類感染症及び五類感染症の疑似症については、感染症の発

生の予防及びまん延の防止のための措置が迅速かつ適切に行われる必要があることから、法

第１４条に規定する指定届出機関から知事等への届出が適切に行われなければならない。 

(6) 感染症の病原体の迅速かつ正確な特定は、患者への良質かつ適切な医療の提供のために

不可欠であり、感染症の発生の予防及びまん延の防止のために極めて重要である。したがっ

て、県等は、病原体に関する情報が統一的に収集、分析及び公表される体制を構築する。 

  また、県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所は、必要に応じて医療機関等の協力を得なが

ら、病原体の収集・分析を実施する。 

(7) 県等は、平成１１年３月１９日付け健医発第４５８号厚生省保健医療局長通知に基づき、

患者情報と病原体情報を併せて全国一律の基準及び体系で一元的に機能する感染症発生動

向調査体制を次のとおり構築する。 

ア 基幹地方感染症情報センター 

  県等は、県全域の全ての患者情報及び病原体情報を収集、分析し、全国情報と併せて、

地方感染症情報センター等の関係機関に提供するため、県衛生研究所を基幹地方感染症情

報センターとして位置付ける。 

  また、県は、県全域の情報の収集、分析の効果的で効率的な運用を図るため、感染症の

専門家、医師会の代表等からなる地方感染症発生動向調査企画委員会を基幹地方感染症情

報センター内に設置する。 

イ 地方感染症情報センター 

  地域内の患者情報及び病原体情報を収集、分析し、関係機関に提供するため、県は県衛

生研究所内に、名古屋市は名古屋市衛生研究所内に、豊橋市は豊橋市保健所内に、岡崎市

は岡崎市保健所内に、豊田市は豊田市保健所内に地方感染症情報センターを設置する。 

ウ 中央感染症情報センターとの連携 

  基幹地方感染症情報センター及び地方感染症情報センターは、国立感染症研究所感染症

情報センター内に設置された中央感染症情報センターと連携を密にして情報の収集を行

う。 

(8) 新型インフルエンザウイルスが出現した場合の健康危機管理体制を有効に機能させるた

めには、まず、新型インフルエンザウイルスの出現を迅速かつ的確に把握することが不可欠

である。県等においては、新型インフルエンザウイルスの侵入が予想される中部国際空港を

中心とした知多半島地域及び名古屋港周辺地域を視野に入れ、同ウイルスの監視体制を一層

強化するとともに、情報収集体制の整備を図る。 

(9) 県等は、新型インフルエンザの出現等を始めとした海外の感染症発生の状況、動向及び

原因に関する情報の収集について、国立感染症研究所を始めとする関係各機関と連携しなが

ら積極的に進める。 

 

３ 結核に係る定期の健康診断 

(1) 高齢者、地域の実情に即した疫学的な解析により結核発病の危険が高いとされる住民層、

発病すると二次感染を起こしやすい職業に就労している者等の定期の健康診断の実施が政

策上有効かつ合理的であると認められる者については、重点的な健康診断を実施する。 

(2) 県が策定する結核対策に係る具体的な対策プランの中に、市町村の意見を踏まえ、罹患

率等の地域の実情に応じ、定期の健康診断の対象者について定める。 
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４ 感染症の予防のための対策と食品保健対策の連携 

  県等においては、感染症対策部門と食品保健部門の効果的な役割分担と連携が必要である。

飲食に起因する感染症の予防に当たり、食品の検査及び監視を要する業種や給食施設への発生

予防指導については、他の食中毒対策と併せて食品保健部門が主体となり、二次感染によるま

ん延の防止等の情報の公表や指導については感染症対策部門が主体となって行う。 

  なお、県等は、地域の実情に即した感染症発生の予防のための措置を適切に実施する。 

 

５ 感染症の予防のための対策と環境衛生対策の連携 

(1) 平時において、水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介する感染症の発生の予防対策を

講ずるに当たり、県等は、感染症を媒介するねずみ族及び昆虫等（以下「感染症媒介昆虫等」

という。）の駆除並びに防鼠
そ

及び防虫に努めることの必要性等の正しい知識の普及、蚊を介

する感染症が流行している海外の地域等に関する情報の提供、カラス等の死亡鳥類の調査、

関係業種への指導等について感染症対策部門と環境衛生部門の連携を図る。 

(2) 平時における感染症媒介昆虫等の駆除並びに防鼠及び防虫は、感染症対策の観点からも

重要である。この場合の駆除並びに防鼠及び防虫については、地域によって実情が異なるこ

とから、各市町村が各々の判断で適切に実施する。また、駆除に当たっては、過剰な消毒及

び駆除とならないよう配慮する。 

 

６ 関係各機関及び関係団体との連携 

 県等は、感染症の予防を効果的かつ効率的に進めていくため、県等の感染症対策部門、食品

保健部門、環境衛生部門等が適切に連携を図っていくことが基本であるが、学校、企業等の関

係機関及び団体等とも連携を図る。さらに、国、都道府県、市町村及び医師会等の医療関係団

体との連携体制を構築する。 

 

 

第３ 感染症のまん延の防止のための施策に関する事項 

１ 患者発生後の対応に関する考え方 

(1) 感染症のまん延の防止のための対策の実施に当たっては、健康危機管理の観点に立ち、

迅速かつ的確に対応することが重要であり、その際には患者等の人権を尊重することが重要

である。また、県民個人個人の予防及び良質かつ適切な医療の提供を通じた早期治療の積み

重ねによる社会全体の予防の推進を図っていくことが基本である。 

(2) 感染症のまん延の防止のためには、知事等が感染症発生動向調査等による情報の公表等

を行うことにより、患者等を含めた県民、医療関係者等の理解と協力に基づいて、県民が自

ら予防に努め、健康を守る努力を行うことが重要である。 

(3) 対人措置(法第４章に規定する措置をいう。以下同じ。)等一定の行動制限を伴う対策を

行うに当たっては、必要最小限のものとするべきであり、仮に措置を行う場合であっても患

者等の人権の尊重が必要である。 

(4) 知事等が対人措置及び対物措置（法第５章に規定する措置をいう。）を行うに当たっては、

感染症発生動向調査等により収集された情報を適切に活用する必要がある。 

(5) 事前対応型行政を進める観点から、県等においては、特定の地域に感染症が集団発生し

た場合における医師会等の医療関係団体や近隣の地方公共団体との役割分担及び連携体制

について、まん延の防止の観点からあらかじめ定めておくことが必要である。 

(6) 複数の都道府県等にまたがるような広域的な感染症のまん延の場合に備えて、県等にお

いては、国や都道府県等との連携体制をあらかじめ構築しておくことが必要である。 

(7) 知事は、予防接種法第２条第２項各号及び第３項に掲げる疾病のうち、厚生労働大臣が

定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、予防接種法第６条第１項に基

づき臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行わせることができる。 

 

２ 健康診断、就業制限及び入院 

(1) 対人措置を講ずるに当たっては、感染症の発生及びまん延に関する情報を対象となる患
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者等に提供し、その理解と協力を求めながら行うことを基本とし、人権の尊重の観点から必

要最小限のものとするとともに、審査請求に係る教示等の手続及び法第２０条第６項に基づ

く患者等に対する意見を述べる機会の付与を厳正に行う。 

(2) 健康診断の勧告等については、病原体の感染経路その他の事情を十分に考慮した上で、

科学的に当該感染症にかかっていると疑うに足りる理由のある者を対象とすべきである。ま

た、法に基づく健康診断の勧告等以外にも、知事等が情報の公表を的確に行うことにより、

県民が自発的に健康診断を受けるよう勧奨する。 

(3) 就業制限については、その対象者の自覚に基づく自発的な休暇、就業制限の対象以外の

業務に一時的に従事すること等により対応することが基本であり、知事等は、対象者その他

の関係者に対し、このことの周知等を行う。 

(4) 入院の勧告等に係る入院においては、医師から患者等に対する十分な説明と同意に基づ

いた医療の提供が基本である。県等においては、入院後も、法第２４条の２に基づく処遇に

ついての都道府県知事等に対する苦情の申出や、必要に応じての十分な説明およびカウンセ

リング（相談）を通じ、患者等の精神的不安の軽減を図るよう医療関係者に要請する。 

  知事等が入院の勧告を行うに際しては、県等の職員から患者等に対して、入院の理由、退

院請求、審査請求に関すること等、入院の勧告の通知に記載する事項を含め十分な説明を行

う。また、入院勧告等を実施した場合にあっては、知事等は、講じた措置の内容、提供され

た医療の内容及び患者の病状について、患者ごとに記録票を作成する等の統一的な把握を行

う。 

(5) 入院の勧告等に係る患者等が法第２２条第３項に基づく退院請求を行った場合には、知

事等は当該患者が病原体を保有しているかどうかの確認を速やかに行う。 

 

３ 感染症の診査に関する協議会 

  知事等の諮問に応じ、法第２０条第１項の規定による勧告及び同条第４項の規定による入院

の期間の延長に関する必要な事項を審議させるため、知事等は、法第２４条第１項及び同条第

２項に基づき、感染症の診査に関する協議会（以下「感染症診査協議会」という。）を表２の

とおり、一宮保健所、瀬戸保健所、半田保健所、衣浦東部保健所及び豊川保健所並びに名古屋

市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の保健所に設置する。 

   なお、当協議会の委員の任命に当たっては、患者等への医療及び人権の尊重の視点が必要で

あることから、この趣旨を十分に考慮する。 

 

４ 消毒その他の措置 

  消毒、ねずみ族及び昆虫等の駆除、物件に対する措置、建物への立入制限又は封鎖、交通の

制限及び遮断等の措置を講ずるに当たり、知事等及び知事の指示を受けた市町村長は、可能な

限り関係者の理解を得ながら実施していくよう努めるとともに、これらの措置は、個人の権利

に配慮しつつ、必要最小限のものでなければならない。 

 

５ 積極的疫学調査 

(1) 法第１５条に規定する感染症の発生の状況、動向及び原因の調査（以下「積極的疫学調

査」という。）については、国際交流の進展等に即応し、より一層、その内容を充実させる

ことが求められる。 

  この積極的疫学調査は、①一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者が

発生し、又は発生した疑いがある場合、②五類感染症の発生の状況に異状が認められる場合、

③国内で発生していない感染症であって国外でまん延しているものが発生するおそれがあ

る場合、④動物が人に感染させるおそれがある感染症が発生し、又は発生するおそれがある

場合、⑤その他知事等が必要と認める場合に的確に行う。この場合においては、保健所、県

衛生研究所、名古屋市衛生研究所、県動物保護管理センター等と密接な連携を図ることによ

り、地域における流行状況の把握並びに感染源及び感染経路の究明を迅速に進めていく。 

(2) 知事等が積極的疫学調査を実施する場合は、必要に応じて国立感染症研究所、国立国際

医療センター、他の都道府県等の地方衛生研究所等の協力を求める。また、他の都道府県等

から協力の求めがあった場合は必要な支援を積極的に行う。 
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６ 指定感染症への対応 

  知事等は、指定感染症が政令で定められた場合には、県民に対して、速やかに予防方法等の

周知を図るとともに、国と連携して必要な対策を実施する。 

 

７ 新感染症への対応 

  知事等は、新感染症（一類感染症と同様の危険性を有し、病原体が不明である疾病をいう。

以下同じ。）が疑われる症例が医師から報告された場合には、国と密接に連携を図り、国の技

術的指導及び助言に基づき必要な対策を実施する。 

 

８ 感染症のまん延の防止のための対策と食品保健対策の連携 

(1) 飲食に起因する感染症が疑われる疾患が発生した場合には、県等は、保健所長等の指揮

の下、食品保健部門は主として食品及び食品提供施設の検査等を行うとともに、感染症対策

部門は患者に関する情報を収集するといったような役割分担により、相互に連携を図りなが

ら、迅速な原因究明を行う。 

(2) 病原体、原因食品、感染経路等が判明した場合には、県等の食品保健部門は、一次感染

を防止するため、原因物質に汚染された食品等の販売禁止、営業停止等の行政処分を行い、

また、感染症対策部門は必要に応じ、関係者に対し消毒等の指示等を行う。 

(3) 二次感染による感染症のまん延の防止については、感染症対策部門において感染症に関

する情報の公表その他必要な措置をとる等により、その防止を図る。 

(4) 原因となった食品等の究明に当たり、保健所等は、県衛生研究所・名古屋市衛生研究所、

国立試験研究機関等との連携を図る。 

 

９ 感染症のまん延の防止のための対策と環境衛生対策の連携 

  水や空調設備、ねずみ族及び昆虫等を介した感染症のまん延の防止のための対策を講ずるに

当たり、県等の感染症対策部門は、環境衛生部門との連携を図る。 

 

10 関係各機関及び関係団体との連携 

  感染症のまん延の防止のためには、特に感染症の集団発生や原因不明の感染症が発生した場

合に対応できるよう、県等は、国、都道府県、市町村及び医師会等の医療関係団体との連携体

制を構築する。 

 

 

第４ 感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項 

１ 感染症に係る医療提供の考え方 

(1) 伝染病予防法を制定した当時には、感染症に対する有効な治療法が存在しないといった

実情を背景として、患者を集団から隔離するという施策が基本となり、積極的に医療を提供

していくといった視点に乏しかったことは事実である。しかしながら、近年の医学・医療の

著しい進歩により、多くの感染症について治療が可能となった現在においては、感染症の患

者に対して早期に良質かつ適切な医療を提供し、重症化を防ぐとともに、感染症の病原体の

感染力を減弱し、かつ、消失させることにより周囲への感染症のまん延を防止することを施

策の基本とする必要がある。 

(2) 実際の医療現場においては、感染症に係る医療は特殊なものではなく、まん延防止を担

保しながら一般の医療の延長線上で行なわれるべきであるとの認識の下、良質かつ適切な医

療の提供が行われるべきである。このため、第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指

定医療機関においては、①感染症の患者に対しては、感染症のまん延の防止のための措置を

とった上で、できる限り感染症以外の患者と同様の療養環境において医療を提供すること、

②通信の自由が実効的に担保されるよう必要な措置を講ずること、③患者がいたずらに不安

に陥らないように、十分な説明及びカウンセリング（相談）を患者の心身の状況を踏まえつ

つ行うこと等が重要である。また、結核指定医療機関においては、患者に薬物療法を含めた

治療の必要性について十分に説明し、理解及び同意を得て治療を行うことが重要である。 
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(3) 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関は、その

機能に応じて、それぞれの役割を果たすとともに、相互の連携体制や、国立感染症研究所及

び国立国際医療センターとの連携体制の構築をしていく必要がある。 

 

２ 県における感染症に係る医療を提供する体制 

(1) 知事は、主として一類感染症の患者の入院を担当させ、これと併せて二類感染症の患者

の入院を担当させる医療機関として、総合的な診療機能を有する病院のうち、法第３８条第

２項に規定する厚生労働大臣の定める基準に適合するものについて、その開設者の同意を得

て、第一種感染症指定医療機関を、表３のとおり１か所指定する。この場合において、当該

指定に係る病床は、原則として２床とする。 

  また、患者の病状等から移送が困難な場合においては、法第１９条第１項ただし書きの規

定により、知事等が適当と認める医療機関に入院させ、国及び関係機関の協力を得て、患者

の治療を実施し、感染症のまん延防止を図る。 

(2) 知事は、二類感染症の患者の入院を担当させる医療機関として、総合的な診療機能を有

する病院のうち、法第３８条第２項に規定する厚生労働大臣の定める基準に適合するものに

ついて、その開設者の同意を得て、第二種感染症指定医療機関を表４のとおり１４か所指定

する。 

(3) 第二種感染症指定医療機関（結核病床を除く。）を管内の二次医療圏（医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第３０条の３第２項第１号に規定する区域をいう。以下同じ。）ごとに

原則として１か所指定し、当該指定に係る病床の数は、当該二次医療圏の人口を勘案して必

要と認める数とする。ただし、地理的条件、社会的条件、交通事情等に照らし、一つの病院

に複数の二次医療圏の区域内の二類感染症（結核を除く。）の患者の入院を担当させること

が効率的であると認められるときは、当該指定に係る病床が当該複数の二次医療圏の区域内

の人口を勘案して必要と認める病床数の総和以上となる限りにおいて、当該病院について、

当該複数の二次医療圏の区域内の二類感染症（結核を除く。）の患者の入院を担当させる第

二種感染症指定医療機関（結核病床を除く。）として指定することができる。 

  また、結核病床を有する第二種感染症指定医療機関については、結核の発生状況等を踏ま

え、医療計画（医療法第３０条の４第１項に規定する医療計画をいう。）で示す結核病床の

基準病床数を満たすように病院を指定する。 

  なお、医療計画の見直しが行われた場合等にあっては、必要に応じて新たな病院を指定す

る等、医療を提供する体制を確保する。 

(4) 第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関は、その指定を辞退しようと

するときは、法第３８条第８項に基づき、辞退の日の１年前までに、知事にその旨を届け出

なければならない。この場合、知事は必要な病床数に不足が生じないよう新たな病院を指定

する等、必要な措置を講ずる。 

(5) 知事は、結核患者に対する適正な医療を担当させる医療機関として、病院等のうち、法

第３８条第２項に規定する厚生労働大臣の定める基準に適合するものについて、その開設者

の同意を得て、結核指定医療機関に指定する。 

(6) 結核指定医療機関は、その指定を辞退しようするときは、法第３８条第８項に基づき、

辞退の日の３０日前までに、知事にその旨を届け出なければならない。 

(7) 知事等は、感染症の患者の迅速かつ適切な移送のための体制の整備に努めるとともに、

普段から消防機関等に対して、感染症等に関し、適切に情報を提供する等密接な連携を図り、

感染症患者の移送及びまん延の防止対策に万全を期す。 

  また、新感染症の所見がある者の移送及びまん延防止対策の実施に当たっては、国に積極

的な協力を求めながら行う。 

  さらに、消防機関が移送した傷病者が法第１２条第１項第１号等に規定する患者であると

医療機関が判断した場合には、医療機関から消防機関に対して、当該感染症等に関し適切に

情報等を提供する。 

(8) 一類感染症又は二類感染症が集団発生した場合や新型インフルエンザの汎流行時には、

一般の医療機関に緊急避難的にこれらの患者を入院させることがあるため、県等は、そのた

めに必要な対応についてあらかじめ定めるものとする。 
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(9) 新型インフルエンザ等の感染症の汎流行時に、地域におけるその治療に必要な医薬品の

供給及び流通を的確に行うため、医薬品の備蓄又は確保に努める。 

(10) 一類感染症、二類感染症等で、国内に病原体が常在しないものについて、国内で患者が

発生するおそれが高まる場合には、県が当該感染症の外来診療を担当する医療機関を選定し、

保健所が当該医療機関に感染が疑われる患者を誘導するなど初期診療体制を確立すること

により、地域における医療提供体制に混乱が生じないようにすることについて検討する。 

(11) 県等は、国内において発生数が極めて少ない感染症が県内で発生し、その治療に当たり

特別な医薬品が必要となった場合には、国と緊密な連携を図り、医薬品の確保に努める。 

 

３ その他感染症に係る医療の提供のための体制 

(1) 感染症患者に係る医療は、感染症指定医療機関のみで提供されるものではなく、一般医

療機関においても提供されることがあることに留意する必要がある。具体的には、一類感染

症又は二類感染症の患者であっても、最初に診察を受ける医療機関は、一般の医療機関であ

ることが多く、さらに三類感染症、四類感染症又は五類感染症については、原則として一般

の医療機関において医療が提供されるものである。 

  また、一般の医療機関においても、国及び県等から公表された感染症に関する情報につい

て積極的に把握し、同時に医療機関内において感染症のまん延の防止のために必要な措置を

講ずるよう努める。さらに、感染症の患者について差別的な取扱いを行うことなく、良質か

つ適切な医療の提供がなされるよう努める。 

(2) 一般の医療機関における感染症の患者への良質かつ適切な医療の提供が確保されるよう、

県等は、医師会等の医療関係団体と緊密な連携を図る。 

 

４ 関係各機関及び関係団体との連携 

(1) 感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供のため、一類感染症及び二類感染症に

対応する感染症指定医療機関については、知事が必要な指導を積極的に行う。 

(2) 特に地域における感染症対策の中核的機関である保健所は、感染症指定医療機関や地域

の医師会等の医療関係団体等との緊密な連携を図る。 

(3) 一般の医療機関は、多くの場合感染症の患者を診察する最初の医療機関となることから、

当該医療機関での対応が感染症の予防の観点からも、感染症の患者に対する良質かつ適切な

医療の提供の観点からも極めて重要である。このため、県等は、それぞれ医師会等の医療関

係団体との連携を通じて、一般の医療機関との有機的な連携を図る。 

 

 

第５ 感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する事項 

１ 感染症及び病原体等に関する調査及び研究に関する基本的な考え方 

  感染症対策は、科学的な知見に基づいて推進されるべきものであることから、感染症及び病

原体等に関する調査及び研究は、感染症対策の基本となるべきものである。このため、県等と

しても、必要な調査及び研究の方向性の提示、海外の研究機関等も含めた関係機関との連携の

確保、調査及び研究に携わる人材の育成等の取り組みを通じて、調査及び研究を推進すること

が必要である。 

  また、県等は、国が行う感染症に関する調査及び研究に可能な限り協力することが必要であ

る。 

 

２ 県及び市町村における調査及び研究の推進 

(1) 県等における調査及び研究の推進に当たっては、地域における感染症対策の中核的機関

である保健所及び感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関である県衛生研究所及び

名古屋市衛生研究所が、県等の関係主管部局と連携を図りつつ、計画的に取り組む。 

(2) 保健所は、地域における感染症対策の中核的機関として、感染症対策に必要な疫学的な

調査及び研究を県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所との連携の下に進め、地域における総

合的な感染症の情報の発信拠点としての役割を担う。 

(3) 県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所は、県等の関係部局及び保健所との連携の下に、
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感染症の調査、研究及び試験検査並びに感染症及び病原体等に関する情報等の収集、分析及

び公表の業務を通じて、感染症及び病原体等の技術的かつ専門的な機関としての役割を担う。 

(4) 県及び市町村における調査及び研究については、感染症の発生の動向やその対策等、地

域の環境や当該感染症の特性等に応じた取り組みを行い、その取り組みに当たっては、疫学

的な知識及び感染症対策の経験を有する職員を活用する。 

 

３ 関係各機関及び関係団体との連携 

  感染症及び病原体等に関する調査及び研究に当たっては、関係各機関及び医師会等の関係団

体が適切な役割分担を行うことが重要である。このため、県等は、国立感染症研究所や国立国

際医療センターを始めとする関係研究機関等と十分な連携を図る。 

 

 

第６ 感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 

１ 感染症の病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する基本的な考え方 

  感染症対策において、病原体等の検査の実施体制及び検査能力（以下「病原体等の検査体制等」

という。）を十分に有することは、人権の尊重の観点や感染の拡大防止の観点から極めて重要で

ある。しかしながら、国内における病原体等の検査体制等は、感染症の発生数の減少等により、

必ずしも質的及び量的に十分に保たれているとは言い難い。 

  このため、県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所を始めとする各関係機関において病原体等の

検査体制等の充実を進めていくことが重要である。この他、県等は、感染症指定医療機関のみな

らず、一般の医療機関における検査、民間の検査機関等における検査等に対し技術的支援等を実

施することが重要である。 

 

２ 県等における感染症の病原体等の検査の推進 

(1) 県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所は、必要に応じて、国立感染症研究所等と連携して、

一類感染症の病原体等に関する検査を迅速かつ的確に実施する。なお、県等は、広域にわたり

又は大規模に感染症が発生し、又はまん延した場合を想定し、必要な対応についてあらかじめ

近隣の都道府県等との協力体制について協議しておくよう努める。また、二類感染症、三類感

染症、四類感染症及び五類感染症の病原体等については、県衛生研究所及び名古屋市衛生研究

所において人体から検出される病原体及び水、環境又は動物に由来する病原体の検出が可能と

なるよう、人材の養成及び必要な資器材の整備を行うよう努める。 

(2) 県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所は、自らの試験検査能力の向上に努めるとともに、

地域の検査機関の資質の向上と精度管理に向けて、積極的な情報の収集及び技術的指導を行う。

また、病原体等の検査については、必要に応じて他の地方衛生研究所と連携を図る。 

(3) 県等は、病原体等の検査について、県衛生研究所・名古屋市衛生研究所と連携して、保健

所が自らの役割を果たせるよう検査機能等の充実を図る。 

 

３ 県等における総合的な病原体等の検査情報の収集、分析及び公表のための体制並びに関係団体

等との連携 

  県等は、医師会等の医療関係団体、民間検査機関等と連携を図りながら、病原体等に関する検

査情報の収集のための体制を構築するとともに、患者情報と病原体情報が迅速かつ総合的に分析

され、公表できる体制を構築する。また、特別な技術が必要とされる検査については、県衛生研

究所及び名古屋市衛生研究所が国立感染症研究所、国立国際医療センター、大学の研究機関等と

連携を図って実施できるようにする。 

 

 

第７ 感染症の予防に関する人材の養成に関する事項 

１ 人材の養成に関する基本的な考え方 

  現在、感染症に関する知見を十分有する者が少なくなっている一方で、新たな感染症対策に

対応できる知見を有する多様な人材が改めて必要となっていることを踏まえ、県等は、これら

必要とされる感染症に関する人材の確保のため、感染症に関する幅広い知識や研究成果の医療
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現場への普及等の役割を担うことができる人材の養成を行う必要がある。 

  また、大学医学部を始めとする医師等の医療関係職種の養成課程や大学院等においても、感

染症に関する教育を更に充実させていくことが求められる。 

 

２ 県等における感染症に関する人材の養成 

  知事等は、国立保健医療科学院、国立感染症研究所等で実施される感染症に関する研修会に

保健所、県衛生研究所及び名古屋市衛生研究所職員を積極的に派遣する。 

  また、県等は、感染症に関する講習会等を開催すること等により保健所の職員に対する研修

の充実を図り、感染症に関する人材を養成する。 

 

３ 医師会等における感染症に関する人材の養成 

  県は、感染症指定医療機関に対し、その勤務する医師の能力の向上のための研修等を実施す

るよう促し、医師会等の医療関係団体は、会員等に対して感染症に関する情報提供及び研修を

行うものとする。 

 

４ 関係各機関及び関係団体との連携 

  知事等は、各関係機関及び関係団体が行う研修へ職員を積極的に参加させるとともに、その

人材の活用等に努める。 

 

 

第８ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する事項 

１ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重に関する基本的な

考え方 

(1) 県及び市町村は適切な情報の公表、正しい知識の普及等を行うことが重要である。また、

感染症のまん延の防止のための措置を行うに当たっては、人権を尊重することが必要である。 

(2) 医師等は患者等への十分な説明と同意に基づいた医療を提供することが重要である。 

(3) 県民は感染症について正しい知識を持ち、自らが予防するとともに、患者等を差別する

ことがないよう人権を尊重していくことが重要である。 

 

２ 県及び市町村における感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の

尊重のための方策 

  (1) 県及び市町村は、診療、就学、就業、交通機関の利用等の場面において、患者等への差

別や偏見の排除等のため、パンフレット等の作成、各種研修の実施等の必要な施策を講ずる

とともに、相談機能の充実等住民に身近なサービスの充実に努める。特に、保健所は、地域

における感染症対策の中核的機関として、感染症についての情報提供、相談等を行う。 

  (2) 県及び市町村は、患者に関する情報の流出防止のため、関係職員に対する研修、医療機

関に対する注意喚起等を行う。 

 

 ３ 感染症に関する啓発及び知識の普及並びに感染症の患者等の人権の尊重のためのその他の

方策 

  (1) 県等は、感染症の患者に関する届出を行った医師に対し、患者等のプライバシーの保護

のため、状況に応じて、患者等へ届出内容を説明するよう周知を図る。 

  (2) 報道機関は、的確な情報を提供することが重要であるが、感染症に関し、誤った情報や

不適当な報道がなされたときには、速やかにその訂正がなされるように、県等は、報道機関

との連携を普段から密接に行う等の体制整備を図る。 

 

 ４ 関係各機関との連携 

   県及び市町村は、国、都道府県及び市町村と相互に密接な連携を図るため、定期的に情報の

交換を行う。 
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第９ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策（国と

県及び市町村相互間の連絡体制の確保を含む。）に関する事項 

 

 １ 緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止並びに医療の提供のための施策 

 (1) 一類感染症、二類感染症又は新感染症の患者の発生又はそのまん延のおそれが生じた場

合には、県は、当該感染症の患者が発生した場合の具体的な医療提供体制や移送の方法等に

ついて必要な計画を定め、公表することとする。 

   特に、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスで

あるものに限る。）及び痘そうについては、当該感染症の所見がある者が空港等に到着し

た場合、帰国した者が数日後、居住地又は職場で当該感染症の所見があると認められた

場合等の具体的な事例を想定し、あらかじめ、医療提供体制や移送の方法等についての

具体的な行動計画を定め、公表することとする。 

(2) 県等は、感染症の患者の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために緊急の必要が

あると認めるときには、感染症の患者の病状、数その他感染症の発生及びまん延の状況を勘

案して、当該感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置を定め、

医師その他の医療関係者に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求め、迅速かつ的確

な対策が講じられるようにすることとする。 

(3) 県等は、国が、国民の生命及び身体を保護するために緊急の必要があると認めるときに

派遣する感染症に関する試験研究又は検査を行っている機関の職員の受け入れ、その他特定

病原体等による感染症の発生の予防又はまん延の防止のために必要な協力をし、迅速かつ的

確な対策が講じられるようにすることとする。 

 

 ２ 緊急時における国との連絡体制 

(1) 知事等は、法第１２条第２項に規定する国への報告等を確実に行うとともに、特に新感

染症への対応を行う場合その他感染症への対応について緊急と認める場合にあっては、国と

の緊密な連携を図る。 

(2) 知事等は、検疫所から一類感染症の患者等を発見した旨の通知があった場合には、検疫

所と連携し、患者と接触することにより感染の機会があった同行者等の追跡調査その他必要

な感染症対策を実施する。 

(3) 緊急時においては、県等は当該地域における患者の発生状況（患者と疑われる者に関す

る情報を含む。）等についてできるだけ詳細な情報を国に提供することにより緊密な連携を

図る。 

 

 ３ 緊急時における県及び市町村相互間の連絡体制 

(1) 関係都道府県及び市町村は、緊密な連絡を保ち、感染症の発生状況、緊急度等を勘案し

必要に応じて、相互に応援職員、専門家の派遣等を行う。また、県等は消防機関に対して、

感染症に関する情報等を適切に連絡する。 

(2) 県等は関係市町村に対して、医師等からの届出に基づいて必要な情報を提供するととも

に、相互に緊急時における連絡体制を整備する。 

(3) 複数の市町村にわたり感染症が発生した場合であって緊急を要するときは、県は、県内

の統一的な対応方針を提示することや、市町村間の連絡調整を行うこと等の指導的役割を果

たす。 

(4) 複数の都道府県等にわたり感染症が発生した場合又はそのおそれがある場合には、県は、

関係都道府県等で構成される対策連絡協議会を設置する等の連絡体制の強化に努める。 

 

 ４ 県及び市町村と関係団体との連絡体制 

   県及び市町村は、それぞれ医師会等の医療関係団体等と緊密な連携を図る。 

 

 ５ 緊急時における情報提供 

 緊急時においては、県等が県民に対して感染症の患者の発生の状況や医学的知見など県民が

感染予防等の対策を講じる上で有益な情報を、パニック防止という観点も考慮しつつ、可能な
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限り提供することが重要である。この場合には、インターネット、マスメディア等複数の媒体

を設定し、理解しやすい内容で情報提供を行うものとする。 

 

 

第 10 その他感染症の予防の推進に関する重要事項 

１ 施設内感染の防止 

  病院、診療所、老人福祉施設等において感染症が発生又はまん延しないよう、県等は、最新

の医学的知見等を踏まえた施設内感染に関する情報をこれらの施設の開設者又は管理者に対

し適切に提供する。また、これらの施設の開設者又は管理者は、提供された感染症に関する情

報に基づき、必要な措置を講ずるとともに、普段より施設内の患者及び職員の健康管理を進め

ることにより、感染症が早期発見されるように努める。さらに、医療機関は、院内感染対策委

員会等を中心に院内感染の防止に努めることが重要であり、実際にとったこれらの措置等に関

する情報について、県等や他の施設に提供することにより、その共有化に努める。 

  また、県等は、施設内感染に関する情報や研究の成果を、医師会等の関係団体等の協力を得

つつ、病院、診療所、老人福祉施設等の現場の関係者へ普及するよう努める。 

 

２ 災害防疫 

 災害発生時の感染症の発生の予防及びまん延の防止の措置は、生活環境が悪化し、被災者の

病原体に対する抵抗力が低下する等の悪条件下に行われるものであるため、知事等は迅速かつ

的確に所要の措置を講じ、感染症の発生及びまん延の防止に努める。その際、県等は、保健所

等を拠点として、迅速な医療機関の確保、防疫活動、保健活動等を実施する。 

 

３ 動物由来感染症対策 

(1) 知事等は、動物由来感染症に対する必要な措置等が速やかに行えるよう、獣医師に対し、

法第１３条第１項に規定する届出の義務について周知するとともに、関係機関及び獣医師会

等の関係団体と連携を図り、県民への情報提供を行う。 

(2) ペット等の動物を飼育する者は、(1)により県民に提供された情報等により動物由来感染

症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努める。 

(3) 知事等は、積極的疫学調査の一環として動物の病原体保有状況調査（動物由来感染症の

病原体の動物における保有の状況に係る調査をいう。）等により、保健所、県衛生研究所、

名古屋市衛生研究所、県動物保護管理センター等が連携を図りながら動物由来感染症に関す

る情報を広く収集する。 

(4) 動物由来感染症の予防及びまん延の防止の対策については、感染症の病原体を媒介する

おそれのある動物に対する対策や、動物取扱業者等への指導、獣医師との連携等が必要であ

ることから、県等の感染症対策部門において、ペット等の動物に関する施策を担当する部門

と適切に連携をとりながら対策を講ずる。 

 

４ 外国人に対する適用 

  県及び市町村は、国内に居住し又は滞在する外国人に対しても法が同様に適用されるため、

これらの者に対し、関係機関の窓口に感染症対策について外国語で説明したパンフレットを備

える等情報の提供に努める。 
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表１ 感染症指定届出機関（２５８医療機関） （予防計画第２の２（２）関係）  

 定点区分   医    療    機    関 

保健所 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ   性感   

  小児 内科 眼科 染症 基幹
病院又は診療所名 所 在 地 

一 宮 ○        あさのこどもクリニック 
一宮市萩原町西御堂字社

宮司 29 

(21) ○        後藤小児科医院 一宮市萩原町萩原 1322-10

  ○        さかたこどもクリニック 
一宮市木曽川町大字里小

牧字寺東 177 

  ○        ささい小児科 
一宮市千秋町浅野羽根北

裏 8 

  ○        城後小児科 
一宮市小信中島字仁井西

54-4 

  ○        田中内科小児科医院 一宮市桜 2-2-1 

  ○        平谷小児科 一宮市末広 3-9-1 

  ○ ○     ○ 一宮市立市民病院 一宮市文京 2-2-22 

  ○ ○ ○ ○  稲沢市民病院 稲沢市御供所町 1-1 

  ○ ○      おくむら小児科 稲沢市石橋 4-80 

  ○        
愛知県厚生農業協同組合連合

会 尾西病院 

稲沢市祖父江町大字本甲

字拾町野 7 

  ○ ○      医療法人 野村整形外科 稲沢市駅前 2-28-10 

    ○      医療法人雄仁会石黒クリニック 
一宮市今伊勢町新神戸九

反野 61-1 

    ○      医療法人かすがい内科 一宮市大和町南高井宮腰 1

    ○      水野医院 
一宮市大字西大海道字宅

美 74 

    ○      森瀬内科 一宮市牛野通 1-25 

      ○    医療法人惇成会いとう眼科 
一宮市浅井町西浅井字郷

中 25-1 

      ○    ふなはし眼科 
一宮市大和町苅安賀字火

口上 53 

        ○  医療法人後藤マタニティクリニック 一宮市開明字蒲原 21 

        ○  祖父江皮膚泌尿器科医院 一宮市本町 4-11-20 

        ○  医療法人加藤レディスクリニック 
一宮市萩原町富田方八剱

12 

瀬 戸 ○ ○      津田こどもクリニック 瀬戸市緑町 2-21 

(14)     ○    医療法人有竹眼科 瀬戸市菱野台 4-7 

        ○  河合クリニック 尾張旭市庄中町塚坪 2049 

        ○  医療法人浅野産婦人科 
尾張旭市城前町上大道

4107-1 

  ○ ○     ○ 公立陶生病院 瀬戸市西追分町 160 

  ○ ○      
医療法人誠和会佐伯小児科医

院 

尾張旭市西大道町前田

3794-2 

  ○        旭労災病院 尾張旭市平子町北 61 
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  ○ ○      医療法人水野内科 
愛知郡長久手町大字岩作

字権田 22-2 

      ○    医療法人スズムラ眼科医院 愛知郡長久手町氏神前 118 

  ○ ○      豊明団地診療所 豊明市二村台 3-1-1 

  ○        川井小児科クリニック 日進市栄 2-112 

  ○        ホリバ医院 
愛知郡東郷町大字和合字

牛廻間 1-6 

  ○        ごとうこどもクリニック 愛知郡東郷町白鳥 1-15-15

        ○  医療法人バク諸輪診療所 
愛知郡東郷町大字諸輪字

前田 47 

春日井 ○ ○ ○ ○ ○ 春日井市民病院 春日井市鷹来町 1-1-1 

(11) ○        朝宮こどもクリニック 春日井市柏原町 5-87 

  ○ ○      稲垣内科 春日井市宮町字宮町 117 

  ○        
医療法人聡彩会片山こどもクリニ

ック 
春日井市白山町 8-2-6 

  ○        かちがわ北病院 春日井市角崎町 4 

  ○ ○      竹内医院 春日井市篠木町 5-47 

        ○  タカマ皮膚科 春日井市鳥居松町 5-12-2 

  ○ ○   ○  小牧市民病院 小牧市常普請 1-20 

  ○ ○      志水こどもクリニック 小牧市小牧 3-152 

  ○        医療法人心正会鈴木小児科 小牧市中央 1-308 

      ○    江崎眼科医院 小牧市中央 1-301 

江 南 ○ ○      河野小児科 江南市飛高町栄 119 

(9) ○ ○      武内医院 
犬山市大字犬山字寺畑

12-4 

      ○    医療法人宮田眼科 
犬山市大字犬山字東古券

708,718 合番地 2 

        ○  
愛知県厚生農業協同組合連合

会 愛北病院 
江南市布袋町南 253 

  ○ ○      医療法人なかよしこどもクリニック 岩倉市稲荷町高畑 75 

  ○ ○      いずみ内科 
丹羽郡扶桑町大字柏森字

西前 130-2 

  ○        榊原こどもクリニック 犬山市塔野池西 1-1-1 

  ○        みやぐちこどもクリニック 
江南市大字東野字土手

46-1 

        ○  
愛知県厚生農業協同組合連合

会 昭和病院 
江南市野白町野白 46 

師 勝 ○ ○      丹羽医院 
西春日井郡春日町大字下

之郷字天神 135 

(6)       ○  医療法人眞清会新川病院 清須市土器野 267 

  ○        医療法人師勝クリニック 
北名古屋市熊之庄八幡

95-1 

  ○ ○      田中クリニック 
北名古屋市高田寺出口

25-1 
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  ○ ○      医療法人治門会山田医院 
清須市西枇杷島町北二ツ杁

13 

      ○    伊藤眼科医院 北名古屋市弥勒寺東 1-76 

津 島 ○ ○      田中こどもクリニック 津島市米町 15 

(10) ○ ○ ○    津島市民病院 津島市橘町 3-37 

      ○    川村眼科医院 海部郡蟹江町本町片堀 142

        ○ ○ 
愛知県厚生農業協同組合連合

会 海南病院 
弥富市前ケ須町南本田 396 

  ○ ○      公立尾陽病院 
海部郡甚目寺町大字甚目

寺字山ノ浦 148 

  ○ ○      医療法人谷本医院 愛西市戸倉町中屋敷 6 

  ○        医療法人村上医院 
海部郡七宝町大字徳実字

郷 53-2 

  ○        医療法人すずきこどもクリニック 弥富市六條町中切 88-2 

        ○  医療法人久保田産婦人科 
海部郡蟹江町大字蟹江新

田字八反割 23-2 

  ○        医療法人参育会加藤医院 津島市宇治町小切 120-1 

半 田 ○ ○      医療法人林医院 半田市中町 2-37 

(8) ○ ○   ○ ○ 半田市立半田病院 半田市東洋町 2-29 

      ○    石川眼科 知多郡武豊町西門 1-35 

  ○ ○      医療法人大岩医院 
知多郡南知多町大字豊浜

字中村 72-1 

  ○ ○      
愛知県厚生農業協同組合連合

会 知多厚生病院 

知多郡美浜町大字河和字

西谷 81-6 

  ○        
医療法人敬おっかわこどもクリニッ

ク 
半田市大伝根町 1-5-18 

  ○        なかしまキッズクリニック 
知多郡武豊町字鹿ノ子田

2-40-2 

        ○  かみいけクリニック 半田市大高町 2-51 

知 多 ○ ○ ○    常滑市民病院 常滑市鯉江本町 4-5 

(7) ○ ○ ○    東海市民病院 東海市中ノ池 3-1-1 

  ○     ○  
医療法人東海産業医療団中央

病院 
東海市荒尾町丸根 1 

  ○ ○      もしもしこどもクリニック 東海市荒尾町向屋敷 7 

  ○        小児科内科児玉クリニック 大府市若草町 2-102 

  ○        まえはらこどもクリニック 大府市長草町殿田 137-2 

  ○ ○   ○  知多市民病院 知多市新知字永井 2-1 

衣浦東部 ○ ○ ○ ○ ○ 
医療法人豊田会刈谷豊田総合

病院 
刈谷市住吉町 5-15 

(15) ○ ○      永井小児クリニック 碧南市栄町 2-69 

  ○     ○  碧南市民病院 碧南市平和町 3-6 

  ○ ○      辻こどもクリニック 高浜市神明町 1-5-1 
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  ○        まついこどもクリニック 
刈谷市一ツ木町上海老池

19-1 

  ○ ○      田和小児科医院 刈谷市東陽町 4-34 

  ○ ○   ○  
愛知県厚生農業協同組合連合

会 安城更生病院 
安城市安城町東広畔 28 

  ○ ○      医療法人鳥居医院 安城市緑町 1-4-5 

  ○        
医療法人財団新和会八千代病

院 
安城市東栄町 1-10-13 

  ○        
医療法人神谷こども内科クリニッ

ク 
安城市別郷町荒子 98 

  ○ ○      宮谷クリニック 知立市内幸町平田８２ 

  ○ ○      三好町民病院 
西加茂郡三好町大字三好

字八和田山 15 

  ○        医療法人三好丘こどもクリニック 
西加茂郡三好町大字三好

丘 3-8-4 

      ○    医療法人平安会平野眼科 安城市朝日町 2-11 

        ○  医療法人三宝会栄クリニック 知立市栄 1-8 なるせﾋﾞﾙ 1 階

西 尾 ○ ○ ○ ○ ○ 西尾市民病院 西尾市熊味町上泡原 6 

(6) ○ ○      やすい小児科 西尾市熊味町北十五夜 15 

  ○ ○      山岸クリニック 西尾市永吉 1-55 

  ○        こどもクリニック宮地医院 西尾市寺津町美之掛 35 

  ○        とみた小児科 
額田郡幸田町横落竹ノ花

2-1 

        ○  
医療法人社団敬祥会幸田産婦

人科 
額田郡幸田町大草広野 76 

新 城 ○ ○     ○ 新城市民病院 新城市北畑 32-1 

(2) ○        東栄町国民健康保険東栄病院
北設楽郡東栄町大字三輪

字上栗 5 

豊 川 ○ ○   ○ ○ 豊川市民病院 豊川市光明町 1-19 

(10) ○     ○  蒲郡市民病院 蒲郡市平田町向田 1-1 

  ○ ○      ささき小児科 豊川市中央通 3-6-3 

  ○        医療法人こざわ小児科 豊川市西豊町 3-8 

  ○ ○      医療法人宝美会総合青山病院
宝飯郡小坂井町大字小坂

井字門並 5-1 

  ○        医療法人鈴木小児科医院 蒲郡市松原町 4-19 

  ○ ○      
愛知県厚生農業協同組合連合

会 渥美病院 
田原市神戸町赤石 1-1 

  ○        かわせ小児科 田原市赤石 1-34 

    ○      医療法人雅修会蒲郡深志病院 蒲郡市大塚町山の沢 45-2 

      ○    有木眼科クリニック 豊川市駅前通 2-95 

千 種 ○ ○     ○ 名古屋市立東市民病院 千種区若水 1-2-23 

(7) ○        ワイワイこどもクリニック 千種区御棚町 1-29 
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  ○        今枝小児科 千種区星ヶ丘元町 15-26 

  ○ ○      松永小児科医院 千種区今池 5-24-20 

      ○    医療法人長谷川眼科 千種区清明山 2-2-21 

        ○  野口クリニック 千種区仲田 2-18-21 古澤ビル２F

  ○        しのはら子どもクリニック 千種区御影町 2-55-14 

東 ○        名古屋逓信病院 東区泉 2-2-5 

(4) ○ ○      近藤小児科医院 東区出来町 1-10-27 

  ○        森本医院 東区矢田町 6-6 

  ○        大曽根こどもクリニック 東区大曽根 1-3-21 

北 ○        津村こどもクリニック 北区長喜町 2-33-2 

(7) ○        伊藤内科 北区上飯田西町 1-25 

  ○ ○   ○  名古屋市立城北病院 北区金田町 2-15 

    ○      尾上クリニック 北区上飯田通 1-14 

        ○  横田皮膚泌尿器科 北区敷島町 65-1 

  ○ ○      まき小児科 北区如意 2-99-1 

      ○    あじま眼科クリニック 北区楠味鋺 2-1704 

西 ○        米田病院 西区枇杷島 1-11-5 

(6) ○ ○      三村こどもクリニック 西区野南町 41 

    ○      馬嶋小児科医院 西区又穂町 6-13 

        ○  三輪レディースクリニック 
西区新道 2-5-7 中京メディカ

ルビル２Ｆ 

      ○    玉井眼科 西区南川町 9 

  ○ ○      山川小児科医院 西区八筋町 158-1 

中 村 ○        名古屋市立城西病院 中村区北畑町 4-1 

(7) ○ ○      村上医院 中村区岩塚本通 4-46 

  ○        公園北クリニック 中村区本陣通 5-112 

  ○        森医院 中村区鳥居西通 1-45 

    ○      臼井医院 中村区大正町 5-54 

      ○    丹羽眼科医院 中村区鳥居西通 2-51 

        ○  サイ皮膚泌尿器科 中村区鳥居西通 1-39-2 

中 ○ ○      医療法人敬愛会奥田クリニック 中区錦 1-4-28 

(6) ○        セントラル小児科 中区新栄町 1-3 日丸名古屋ﾋﾞﾙ

  ○        かんばらクリニック 中区新栄 3-8-26 

    ○      岸内科 中区正木 1-13-4 

        ○  医療法人知泉会加納病院 中区大須 3-16-25 

        ○  夏目泌尿器科 
中区新栄町 1-3 日丸名古屋ビル

６Ｆ 
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昭 和 ○ ○      医療法人高野医院 昭和区折戸町 5-45 

(6) ○        前島医院 昭和区緑町 1-15 

  ○        医療法人伊藤内科 昭和区白金 2-13-4 

  ○ ○      立松医院 昭和区広見町 5-55 

      ○    みずの眼科 
昭和区広路通 7-14-1 ベルメ

ゾン川名１Ｆ 

        ○  成田クリニック 昭和区吹上町 2-15 

瑞 穂 ○ ○      医療法人可児医院 瑞穂区平郷町 2-2-2 

(7) ○        医療法人久米医院 瑞穂区丸根町 1-8 

  ○        かにクリニック 瑞穂区上山町 2-20 

  ○ ○      名古屋市立大学病院 瑞穂区瑞穂町川澄 1 

    ○      服部医院 瑞穂区柳ケ枝町 1-34 

      ○    医療法人一樹会浅野眼科クリニック 瑞穂区八勝通 2-29-1 

        ○  産婦人科水野クリニック 瑞穂区牧町 2-11 

熱 田 ○        三菱名古屋病院 熱田区外土居町 7-8 

(5) ○        森本医院 熱田区大宝 4-7-7 

  ○        佐々木医院 熱田区野立町 1-62 

    ○      医療法人井土医院 熱田区野立町 3-60 

      ○    加藤眼科医院 熱田区金山町 1-19-13 

中 川 ○     ○  名古屋泌尿器科病院 中川区松葉町 5-34 

(4) ○ ○      藤田学園保健衛生大学第二病院 中川区尾頭橋 3-6-10 

  ○ ○      福井医院 中川区上脇町 2-134 

    ○      北條小児科内科医院 中川区服部 3-416 

港 ○ ○      医療法人仁洋会伊藤医院 港区津金 1-13-29 

(5) ○ ○      中川胃腸科・外科 港区小賀須 3-1312 

  ○        山口医院 港区稲永 4-1-27 

        ○  労働福祉事業団中部労災病院 港区港明 1-10-6 

    ○      小島内科クリニック 港区宝神 3-2314 

南 ○ ○      社会保険中京病院 南区三条 1-1-10 

(6) ○ ○      医療法人カケヒ内科小児科 南区桜本町 125 

    ○      近藤医院 南区浜田町 2-17-2 

  ○        わたなべ医院 南区芝町 41 

        ○  伊藤産婦人科 南区弥生町 14 

      ○    医療法人芙蓉会横瀬医院 南区戸部町 3-1 

守山 ○ ○      名古屋市立守山市民病院 守山区守山 2-18-22 

(5) ○        せこ内科クリニック 守山区瀬古 1-720 
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  ○        田中医院 守山区町南 13-19 

  ○ ○      川瀬クリニック 守山区小幡 5-1-6 

    ○      医療法人ハローキッズクリニック 守山区吉根深沢 178-8 

緑 ○        医療法人幸寿会平岩病院 緑区鳴海町字相原 26 

(7) ○ ○      名古屋市立緑市民病院 緑区潮見ケ丘 1-77 

  ○ ○      林小児科内科医院 緑区鳴子町 1-79 

  ○ ○      おかど内科 緑区徳重 1-1415 

    ○      森の里クリニック 緑区森の里 1-99-2 

      ○    佐竹眼科 緑区黒沢台 3-1320 

        ○  泌尿器科川原医院 緑区鹿山 3-10 

名東 ○ ○      武井医院 名東区社口 2-1001 

(6) ○        北村医院 名東区名東本通 5-35 

  ○ ○      医療法人若葉台クリニック 名東区若葉台 502 

  ○        佐々木こどもクリニック 
名東区朝日ケ丘 99 ｸﾞﾛﾘｱ朝

日ケ丘 

      ○    本郷眼科 名東区本郷 2-83 

        ○  安井みえレディースクリニック 
名東区明が丘 124ＧＡＺＡ藤

が丘５－Ａ 

天白 ○ ○      医療法人岩山小児科 天白区福池 2-24 

(6) ○ ○      くつなこどもクリニック 天白区原 3-804 

  ○        伊奈クリニック 天白区平針 3-111 

    ○      くにむら内科 天白区焼山 2-502 

      ○    医療法人立光会鈴木眼科医院 天白区島田 2-811 

        ○  おときき山泌尿器・皮膚科 天白区池見 2-229 

豊橋市 ○        医療法人みやざわ小児科 
豊橋市高師石塚町字石塚

11-22 

(18) ○        マミーローズクリニック 豊橋市高洲町字森下 1 

      ○    医療法人駿豊会朝岡医院 豊橋市大橋通 1-89 

  ○ ○     ○ 豊橋市民病院 豊橋市青竹町字八間西 50 

        ○  成瀬泌尿器科 豊橋市牛川町字田中 17 

  ○        医療法人こどもの国大谷小児科 豊橋市中岩田 2-15-2 

  ○        かわきた小児科 豊橋市西幸町字笠松 7-2 

  ○        あずまだこどもクリニック 豊橋市東田町字西脇 133-1

  ○        医療法人野村小児科 豊橋市東脇 3-2-15 

  ○        冨田小児科 豊橋市大崎町字広沢 85-1 

    ○      医療法人山本内科 豊橋市東田町字西郷 69-2 

    ○      医療法人杉浦内科 豊橋市吉川町 46 
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    ○      おだかの医院 豊橋市東小鷹野 2-13-12 

    ○      医療法人羽柴クリニック 豊橋市野依台 1-32-3 

      ○    武内眼科クリニック 豊橋市山田二番町 11 

        ○  古島クリニック 豊橋市つつじが丘 1-12-1 

    ○  今泉産婦人科医院 豊橋市仲ノ町 112 番地の 3 

    ○  ひらでかおるクリニック 豊橋市牟呂町字大塚 85-1 

岡崎市 ○ ○ ○    岡崎市民病院 
岡崎市高隆寺町字五所合

3-1 

(15) ○        小児科延寿堂杉浦医院 岡崎市能見通 1-24 

  ○        医療法人深田小児科 岡崎市井田町南 5-1 

  ○        花田こどもクリニック 岡崎市真伝町続木屋敷 5-6

  ○        竜美ケ丘小児科 岡崎市竜美南 3-3-12 

  ○        にいのみ小児科 岡崎市矢作町西林寺 114 

  ○        医療法人川島小児科水野医院 岡崎市明大寺町出口 10 

    ○      医療法人志貴こどもクリニック 岡崎市柱曙 1-10-15 

    ○      粟屋医院 岡崎市鴨田本町 21-7 

    ○      医療法人永坂内科医院 岡崎市羽根町若宮 13 

    ○      村山医院 岡崎市中島中町 4-1-1 

      ○    鍋田眼科医院 岡崎市中島町本町 20 

        ○  医療法人さいとう皮膚科 岡崎市柱曙 2-8-5 

        ○  医療法人大竹医院 岡崎市明大寺町川端 20 

          ○ 愛知県がんセンター愛知病院 岡崎市欠町字栗宿 18 

豊田市 ○ ○   ○ ○ 
愛知県厚生農業協同組合連合

会 豊田厚生病院 
豊田市浄水町伊保原 500-1

(12) ○ ○   ○  トヨタ記念病院 豊田市平和町 1-1 

  ○ ○      岩瀬小児科 豊田市西町 1-112 

  ○ ○      保見診療所 豊田市保見ケ丘 5-1 

  ○ ○      星ヶ丘たなかこどもクリニック 豊田市西岡町星が丘 264-1 

  ○        田中小児科医院 豊田市栄生町 5-9-2 

  ○        すくすくこどもクリニック 豊田市東山町 2-2-9 

  ○        わかぞの東洋クリニック 豊田市花園町観音山 11-2 

  ○ ○   ○  
愛知県厚生農業協同組合連合

会 足助病院 

豊田市足助町岩神町仲田

20 

      ○    竹本眼科 豊田市若林西町象面 179 

      ○    深見眼科 豊田市陣中町 1-6-9 

        ○  梅坪クリニック 豊田市東梅坪町 8-47 
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表２  感染症診査協議会（予防計画第３の３関係）  
感染症診査協議会の名称 設置保健所 対象地域 

一宮、師勝及び津島保健所 
感染症診査協議会 一宮保健所 一宮市、津島市、稲沢市、愛西市、清須市、北名古屋

市、弥富市、西春日井郡、海部郡 
瀬戸、春日井及び江南保健所 
感染症診査協議会 瀬戸保健所 瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、尾張旭

市、岩倉市、豊明市、日進市、愛知郡、丹羽郡 
半田及び知多保健所 
感染症診査協議会 半田保健所 半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡 

衣浦東部及び西尾保健所 
感染症診査協議会 衣浦東部保健所 碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、

幡豆郡、額田郡、西加茂郡 
新城及び豊川保健所 
感染症診査協議会 豊川保健所 豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡、宝飯郡 

名古屋市感染症診査協議会 名古屋市 名古屋市 

豊橋市感染症診査協議会 豊橋市 豊橋市 

岡崎市感染症診査協議会 岡崎市 岡崎市 

豊田市感染症診査協議会 豊田市 豊田市 

 
表３  第一種感染症指定医療機関（予防計画第４の２（１）関係） 

医 療 機 関 名 所 在 地 感染症病床数 

名古屋第二赤十字病院 名古屋市昭和区妙見町 2-9 ２ 

 
表４  第二種感染症指定医療機関（予防計画第４の２（２）関係） 
＜結核病床を除く＞ 
二次医療圏 医 療 機 関 名 所 在 地 感染症病床数

名古屋 名古屋市立東市民病院 名古屋市千種区若水 1-2-23 １０ 

海部津島 
愛知県厚生農業協同組合連合会 

海南病院 
弥富市前ヶ須町南本田 396 ６ 

尾張中部    

尾張東部 公立陶生病院 瀬戸市西追分町 160 ６ 

尾張西部 愛知県立循環器呼吸器病センター 一宮市大和町苅安賀 2135 ６ 

尾張北部 春日井市民病院 春日井市鷹来町 1-1-1 ６ 

知多半島 
愛知県厚生農業協同組合連合会 

知多厚生病院 
知多郡美浜町大字河和字西谷 81-6 ６ 

西三河北部 
愛知県厚生農業協同組合連合会 

豊田厚生病院 
豊田市浄水町伊保原 500-1 ６ 

西三河南部 愛知県がんセンター愛知病院 岡崎市欠町字栗宿 18 ６ 

東三河北部 

東三河南部 
豊橋市民病院 豊橋市青竹町字八間西 50 １０ 
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＜結核病床＞ 
地 域 医 療 機 関 名 所 在 地 結核病床数 

名古屋 
独立行政法人国立病院機構 

東名古屋病院 
名古屋市名東区梅森坂五丁目 10 １４８ 

 大同病院 名古屋市南区白水町 9 １０ 

 社会保険中京病院 名古屋市南区三条 1-1-10 ２０ 

尾張東部 公立陶生病院 瀬戸市西追分町 160 ４４ 

尾張西部 愛知県立循環器呼吸器病センター 一宮市大和町苅安賀 2135 ５０ 

尾張北部 
愛知県厚生農業協同組合連合会 

愛北病院 
江南市布袋町南 253 ２０ 

西三河 愛知県がんセンター愛知病院 岡崎市欠町栗宿 18 ５０ 

東三河 豊橋市民病院 豊橋市青竹町字八間西 50 ３４ 

 豊川市民病院 豊川市光明町 1-19 ８ 

 


